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令和２年１２月１日 
 

特定商取引法違反の２事業者に対する取引等停止命令
（６か月）又は業務停止命令（６か月）及び指示並びに
当該業者の役員等２名に対する業務禁止命令（６か月）
について 

 
【連鎖販売業者（訪問販売にも該当）】 

〇 消費者庁は、「ＢＲＩＤＧＥファーストクラスＡ」と称する福利厚生サー

ビスを掲載するオンラインモールである「ＢＲＩＤＧＥ」のうち会員専用

部分（以下「ブリッジサイト」といいます。）を利用させる役務（以下「本

件役務」といいます。）を提供している連鎖販売業者及び訪問販売業者で

ある株式会社アイエムエスジャパン（東京都世田谷区）（以下「アイエム

エス」といいます。）に対し、令和２年１１月３０日、特定商取引に関す

る法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引法」といいます。）

第８条第１項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部（勧誘、申込受

付及び契約締結）を、同法第３９条第１項の規定に基づき連鎖販売取引に

関する取引の一部等（勧誘（勧誘者に行わせることも含みます。申込受付

も同じ。）、申込受付及び契約締結）を、令和２年１２月１日から令和３

年５月３１日までの６か月間、停止するよう命じました（以下「アイエム

エスに対する本件業務停止命令」及び「アイエムエスに対する本件取引等

停止命令」といいます。）。 

 

〇 また、アイエムエスの統率の下、アイエムエスと連携共同して、本件役

務を提供している連鎖販売業者及び訪問販売業者である佐藤彰芳（東京都

江東区）（以下「佐藤」といいます。）に対し、令和２年１１月３０日、

特定商取引法第８条第１項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部

（勧誘、申込受付及び契約締結）を、同法第３９条第１項の規定に基づき

連鎖販売取引に関する取引の一部等（勧誘（勧誘者に行わせることも含み

ます。申込受付も同じ。）、申込受付及び契約締結）を、令和２年１２月

１日から令和３年５月３１日までの６か月間、停止するよう命じました（以

下「佐藤に対する本件業務停止命令」及び「佐藤に対する本件取引等停止

命令」といいます。）。 
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〇 あわせて、アイエムエス及び佐藤に対し、特定商取引法第７条第１項及

び第３８条第１項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について、調査

分析の上検証することなどを指示（以下「本件指示」といいます。）しま

した。 

    

〇 消費者庁は、アイエムエスが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役

割を果たしている前原健二（以下「前原」といいます。）に対し、特定商

取引法第８条の２第１項の規定に基づき、令和２年１２月１日から令和３

年５月３１日までの６か月間、アイエムエスに対する本件業務停止命令に

より業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること（当該業務を営

む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）及び同法第３

９条の２第１項の規定に基づき、令和２年１２月１日から令和３年５月３

１日までの６か月間、アイエムエスに対する本件取引等停止命令により取

引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること

（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）

の禁止を命じました。 

 

〇 また、佐藤に対し、特定商取引法第８条第１項の規定に基づき、令和２

年１２月１日から令和３年５月３１日までの６か月間、佐藤に対する本件

業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること

（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）

及び同法第３９条第１項の規定に基づき、令和２年１２月１日から令和３

年５月３１日までの６か月間、佐藤に対する本件取引等停止命令により取

引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること

（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）

の禁止を命じました。 

 

１ 処分対象事業者 

（１）株式会社アイエムエスジャパン 

ア 名 称：株式会社アイエムエスジャパン 

       （法人番号：１０１０９０１００００６３） 

イ 本店所在地：大阪府大阪市中央区南船場４－１２－１０－１０Ｆ 

        東京都世田谷区代沢４丁目１７番１１号（登記簿上の所

在地） 
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ウ 代 表 者：代表取締役 中邑一郎（なかむらいちろう） 

エ 設 立：昭和６１年７月３日 

オ 資 本 金：３０００万円 

カ 取 引 類 型：訪問販売、連鎖販売取引 

 

（２）個人事業主 佐藤彰芳 

ア 氏 名：佐藤彰芳（さとうあきよし） 

イ 事業所所在地：東京都江東区豊洲２丁目５番２－１２１０号 

ウ 取 引 類 型：訪問販売、連鎖販売取引 

 

２ アイエムエス及び佐藤の特定商取引法に違反する行為等 

  ア 氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者又は統括者の名称、

勧誘目的及び役務の種類の不明示）（特定商取引法第３条及び第３３条

の２） 

  イ 契約書面の交付義務に違反する行為（不交付）（特定商取引法第５条

第１項及び第３７条第２項） 

  ウ 契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為（特定商取引

法第６条第１項及び第３４条第１項） 

 

３ 消費者庁が認定したアイエムエス及び佐藤に対する本件業務停止命令、本

件取引等停止命令及び本件指示並びに前原及び佐藤に対する業務禁止命令の

詳細は、それぞれ、別紙１から６までのとおりです。 
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【本件に関するお問合せ（消費者庁）】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話  

 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室  電話 ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 

 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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（別紙１） 

 

株式会社アイエムエスジャパンに対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 事業概要 

株式会社アイエムエスジャパン（以下「アイエムエス」という。）は、同社

の統率の下、佐藤彰芳（以下「佐藤」という。）と連携共同して、「コミッショ

ン（報酬）」と称する紹介料等を収受し得ることをもって、有償で「ＢＲＩＤ

ＧＥファーストクラスＡ」と称する福利厚生サービスを掲載するオンライン

モールである「ＢＲＩＤＧＥ」のうち会員の専用部分（以下「ブリッジサイ

ト」という。）を利用させる役務（以下「本件役務」という。）の提供をあっ

せんする者（以下「会員」という。）を誘引し、その者と本件役務の対価の支

払を伴う本件役務の提供に係る取引（以下「本件連鎖販売取引」という。）を

行っている。 

当該紹介料等は特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）

第３３条第１項に規定する特定利益に該当し、本件役務の対価の支払は同項

に規定する特定負担（以下「特定負担」という。）に該当することから、アイ

エムエスは、同社の統率の下、佐藤と連携共同して、一連の連鎖販売業（同

項に規定する連鎖販売業をいう。以下「本件連鎖販売業」という。）を行って

いる。 

 

２ 処分の内容 

（１）取引等停止命令 

アイエムエスは、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、

連鎖販売業に係る連鎖販売取引（特定商取引法第３３条第１項に規定する

連鎖販売取引をいう。以下「連鎖販売取引」という。）のうち、次の取引

等を停止すること。 

ア アイエムエスの行う連鎖販売取引について勧誘を行い、又は本件連鎖

販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者（特定商取引法第

３３条の２に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。）に勧誘

を行わせること。 

イ アイエムエスの行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又

は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。 

ウ アイエムエスの行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。 
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（２）指示 

ア 勧誘者は特定商取引法第３３条の２に規定する氏名等の明示義務に違

反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示）及び同

法第３４条第１項の規定により禁止される連鎖販売業に係る連鎖販売取

引についての契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為

を、アイエムエスは同法第３７条第２項に規定する書面の交付義務に違

反する行為（不交付）をしている。かかる行為は、特定商取引法の規定

に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分

析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を

構築し、これらをアイエムエスの役員、同社の業務に従事する者及び会

員に、前記（１）の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに周知

徹底すること。 

イ アイエムエスは、本件連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約

を締結しているものであるところ、令和元年１０月１日から令和２年１

１月３０日までの間に、同社との間で連鎖販売取引についての契約を締

結した全ての相手方（以下「契約の相手方」という。）に対し、以下の

事項を、消費者庁のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．

ｇｏ．ｊｐ／）に掲載される、同社に対して前記（１）の取引等停止命

令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和３年１月４

日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁

長官宛てに文書（通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を

添付すること。）により報告すること。なお、令和２年１２月１４日ま

でに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類

一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得るこ

と。 

（ア）前記（１）の取引等停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）勧誘者は、遅くとも令和元年１０月以降、本件連鎖販売業に係る本

件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方とし

て、連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、当該相手方が

特定商取引法第４０条の規定に基づき、同法第３７条第２項の書面を

受領した日から起算して２０日以内であれば、ブリッジサイトを利用

後も、適法に当該契約の解除（以下「クーリング・オフ」という。）

を行うことができるにもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用
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した後には、クーリング・オフができなくなるかのように告げている

こと。 

 

３ 処分の根拠となる法令 

特定商取引法第３８条第１項及び第３９条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  アイエムエスは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をし

ており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害さ

れるおそれがあると認定した。 

 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役務の

種類の不明示）（特定商取引法第３３条の２） 

勧誘者は、遅くとも平成３０年６月以降、連鎖販売取引をしようとする

とき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「イベント好きそうだし、

友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人が

いるから、今度、話を聞いてみない。」、「転職について詳しい人がいるから

紹介できるよ。」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引

についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係

る役務の種類を明らかにしていない。 

 

（２）契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為（特定商取引法

第３４条第１項） 

勧誘者は、遅くとも令和元年１０月以降、本件連鎖販売業に係る本件役

務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として、本件

連鎖販売取引に係る契約の解除を妨げるため、当該相手方が特定商取引法

第４０条の規定に基づき、同法第３７条第２項の書面を受領した日から起

算して２０日以内であれば、ブリッジサイトを利用後も、クーリング・オ

フを行うことができるにもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用し

た後には、クーリング・オフができなくなるかのように告げている。 

 

（３）契約書面の交付義務に違反する行為（特定商取引法第３７条第２項） 

アイエムエス及び佐藤は、遅くとも平成３０年７月以降、本件連鎖販売

業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手

方として本件連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、本件
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連鎖販売取引の契約の内容を明らかにする書面を交付していない。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）） 

平成３０年６月、会員Ｚは、メッセージアプリにより、消費者Ａに対し、「新

宿の近くで行きつけのお店があるので今度２人で行かないか。」などとメッ

セージを送り、Ａと会う約束を取り付けた。後日、Ｚは、飲食店において、Ａ

に対し、「イベントに興味がないか。」、「友達を増やして交流するのは楽しい

よ。」などと告げた。当該飲食店で、会員ＹがＺ及びＡに合流した。 Ａは、Ｙ

から、「サポートスタッフという会員になると、色々なイベントに参加できた

り、友達もたくさん増えるんだけど。」などと告げられ、「そういうのあるんで

すね。」などと答えた。翌日、Ｚは、メッセージアプリにより、Ａに対し、 「イ

ベント好きそうだし、友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説

明してくれる人がいるから、今度、話を聞いてみない。」などとメッセージを

送り、Ａから、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称

する人物にＡを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年７月、Ｚは、会員Ｘと共に、Ａと駅で合流すると、喫茶店へ行った。Ｚ

は、Ａに対し、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称

する人物について「イベントとかやっている人で、とても忙しい人なんだけど、

今日、空けてくれたんだよ。」などと告げた。しばらくすると、Ｚが「サポー

トスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称する会員Ｗが、当該喫茶店に

合流した。ここまでの時点で、Ｗ、Ｘ、Ｙ及びＺが、統括者の名称、特定負担

を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該

勧誘に係る役務の種類をＡに告げたことはなかった。Ｗは、Ａに対し、「イベ

ントに参加したり、活動するのは自由で、空いた時間でできる。」、「たくさん

の友人ができる。」、「ただし、アイエムエスの会員になることが必要で、入会

金として２８万３０００円が必要になる。」、「友人を紹介すると、２人の場合、

４万円を会社からもらえるので、お金を稼ぐことができる。」などと告げた。

Ａは、その日のうちに、同場所において本件連鎖販売取引に係る契約の申込み

を行った。アイエムエスとＡは、同月中に当該契約を締結した。 

 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）、契約の解除に関する事項につき不実のことを告

げる行為） 



 

 

9 

 

 

会員Ｖは、令和元年８月に、消費者Ｂが「転職したい」などと話していたの

を聞いていたことから、同年９月、メッセージアプリにより、Ｂに対し「転職

したいって言っていたのはだれだったか」などとメッセージを送り、Ｂから自

分が言ったかもしれない旨の返信があると、Ｂに電話をかけ「転職について詳

しい人がいるから紹介できるよ。」などと告げ、Ｂから、Ｖが「転職について

詳しい人」と称する人物にＢを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年１０月、Ｖは、Ｂと駅で合流すると飲食店へ行き、Ｂに対し、Ｖが「転

職について詳しい人」と称する人物について「すごく忙しい人なんだけど、転

職のことでいろいろ力になってくれると思うよ。」などと告げた。しばらくす

ると、Ｖが「転職について詳しい人」と称する会員Ｕが、当該飲食店に合流し

た。ここまでの時点で、Ｕ及びＶが、統括者の名称、特定負担を伴う取引につ

いての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務

の種類をＢに告げたことはなかった。Ｕは、Ｂに対し、「アイエムエスジャパ

ンには、ブリッジサイトという会員専用のサイトがあって、このサイトを通し

て、転職サービスを提供している会社のアドバイザーがいろいろ相談にのって

くれるよ。」、「アイエムエスに入会するのに約２９万円が必要なんだけど、自

分が新たな会員を紹介したら報酬が支払われて、更に、自分が紹介した会員が

新たに会員を入会させると自分にも報酬が支払われて、そのうち自分が何もし

なくても報酬が得られるようになるんだ。」などと、告げた。 

Ｂは、その日のうちに、同場所において本件連鎖販売取引に係る契約の申込

みを行ったが、その際、Ｕが、Ｂに対し、「ブリッジサイトを使うとクーリン

グ・オフできなくなるから気を付けてね。」などと告げた。アイエムエスとＢ

は、同月中に当該契約を締結した。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）） 

令和元年７月、会員Ｔは、メッセージアプリにより、消費者Ｃに対し、「今

ね、音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってるＲさんって方がいるんだけ

ど音楽関係の仕事すきかなーって思ってさ、だから教えてあげたいなってお

もったん。」、「見て少しでも興味持ってくれたら一緒にお話聞きに行こ。」、「う

ちも着いていくから一緒に話聞きに行かん？」などとメッセージを送り、Ｃか

ら、Ｔが「音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってる」とする会員ＲにＣ

を引き合わせる約束を取り付けた。 

同年８月、ＴとＣが駅で合流し、喫茶店へ行くと、入店後間もなくして会員

Ｑが当該喫茶店に合流した。Ｑは、Ｃに対し、「自分たちはサークルみたいな
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活動をしていて、会員になると、このサークルの会員サイトで転職を紹介でき

るほか、実際に転職すると３０万円が貰える。」、「サークルの会員に音楽事務

所の社長と知り合いの方がいて、入会するとその人とも知り合いになれるか

ら。」などと告げた。Ｑ、Ｔ及びＣは、当該喫茶店で２時間ほど話をした後、

解散した。 

その後、同月中に、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、「音楽関係

の社長の知り合いの会員に会ってほしい」などとメッセージを送るなどした。 

同年９月、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、Ｔが「音楽関係の社

長と知り合いの会員である「先輩」と称する人物に会わせたい旨のメッセージ

を送り、再度Ｃから、ＲにＣを引き合わせる約束を取り付けた。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｒ、Ｔ及びＣは、Ｃが興味を持っている音楽関係の話やＣの転職等に関し

て話をした。ここまでの時点で、Ｑ、Ｒ及びＴは、統括者の名称、特定負担を

伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧

誘に係る役務の種類をＣに告げたことはなかった。 

その後、Ｒは、Ｃに対し、「アイエムエスジャパンは３０年くらい続いてい

るちゃんとした会社である。」、「大手企業と提携してブリッジという会員専用

サイトを運営しており、サイト内では転職も紹介できる。」、「アミューズメン

トパークやディズニーランドのチケットが安く購入できる。」、「旅行代も安く

なり、アイエムエスに入会するだけでお得だ。」などと告げて説明を行った。

Ｒの説明が午後９時を過ぎても終わらなかったため、Ｃが説明の続きを後日に

してほしいと申し出たことから、Ｒ及びＴは、Ｃと再度会う約束をした。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｃに対して、前回の説明の続きを始め、「友達を紹介してアイエムエスに

入会させると、紹介料のような報酬が貰え、一人紹介すると４万円が入る。」、

「アイエムエスの会員になるためには、２８万３千円かかる。」などと告げた。

Ｃは、その日のうちに、同場所において本件連鎖販売取引に係る契約の申込み

を行った。アイエムエスとＣは、同月中に当該契約を締結した。 
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（別紙２） 

 

佐藤彰芳に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 事業概要 

佐藤彰芳（以下「佐藤」という。）は、株式会社アイエムエスジャパン（以

下「アイエムエス」という。）の統率の下、アイエムエスと連携共同して、「コ

ミッション（報酬）」と称する紹介料等を収受し得ることをもって、有償で「Ｂ

ＲＩＤＧＥファーストクラスＡ」と称する福利厚生サービスを掲載するオン

ラインモールである「ＢＲＩＤＧＥ」のうち会員の専用部分（以下「ブリッ

ジサイト」という。）を利用させる役務（以下「本件役務」という。）の提供

をあっせんする者（以下「会員」という。）を誘引し、その者と本件役務の対

価の支払を伴う本件役務の提供に係る取引（以下「本件連鎖販売取引」とい

う。）を行っている。 

当該紹介料等は特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）

第３３条第１項に規定する特定利益に該当し、本件役務の対価の支払は同項

に規定する特定負担（以下「特定負担」という。）に該当することから、佐藤

は、アイエムエスの統率の下、アイエムエスと連携共同して、一連の連鎖販

売業（同項に規定する連鎖販売業をいう。以下「本件連鎖販売業」という。）

を行っている。 

 

２ 処分の内容 

（１）取引等停止命令 

佐藤は、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、連鎖販

売業に係る連鎖販売取引（特定商取引法第３３条第１項に規定する連鎖販

売取引をいう。以下「連鎖販売取引」という。）のうち、次の取引等を停止

すること。 

ア 佐藤の行う連鎖販売取引について勧誘を行い、本件連鎖販売業に係る

連鎖販売取引について勧誘を行わせる者（特定商取引法第３３条の２に

規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。）に勧誘を行わせるこ

と。 

イ 佐藤の行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者

に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。 

ウ 佐藤の行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。 
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（２）業務禁止命令 

佐藤は、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、次の業

務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員

となることを含む。）を禁止すること。 

ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。 

イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申

込みを受けさせること。 

ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

（３）指示 

   勧誘者は特定商取引法第３３条の２に規定する氏名等の明示義務に違反

する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示）及び同法第

３４条第１項の規定により禁止される連鎖販売業に係る連鎖販売取引につ

いての契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為を、佐藤は

同法第３７条第２項に規定する書面の交付義務に違反する行為（不交付）

をしている。かかる行為は、特定商取引法の規定に違反するものであるこ

とから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策

を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これらを佐藤の業務

に従事する者及び会員に、前記（１）の取引等停止命令に係る取引等を再

開するまでに周知徹底すること。 

   

３ 処分の根拠となる法令 

特定商取引法第３８条第１項及び第３９条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  佐藤は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、

連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそ

れがあると認定した。 

 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役務の

種類の不明示）（特定商取引法第３３条の２） 

勧誘者は、遅くとも平成３０年６月以降、連鎖販売取引をしようとする

とき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「イベント好きそうだし、

友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人が
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いるから、今度、話を聞いてみない。」、「転職について詳しい人がいるから

紹介できるよ。」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引

についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係

る役務の種類を明らかにしていない。 

 

（２）契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為（特定商取引法

第３４条第１項） 

勧誘者は、遅くとも令和元年１０月以降、本件連鎖販売業に係る本件役

務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として、本件

連鎖販売取引に係る契約の解除を妨げるため、当該相手方が特定商取引法

第４０条の規定に基づき、同法第３７条第２項の書面を受領した日から起

算して２０日以内であれば、ブリッジサイトを利用後も、クーリング・オ

フを行うことができるにもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用し

た後には、クーリング・オフができなくなるかのように告げている。 

 

（３）契約書面の交付義務に違反する行為（特定商取引法第３７条第２項） 

佐藤及びアイエムエスは、遅くとも平成３０年７月以降、本件連鎖販売

業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手

方として本件連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、本件

連鎖販売取引の契約の内容を明らかにする書面を交付していない。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）） 

平成３０年６月、会員Ｚは、メッセージアプリにより、消費者Ａに対し、「新

宿の近くで行きつけのお店があるので今度２人で行かないか。」などとメッ

セージを送り、Ａと会う約束を取り付けた。後日、Ｚは、飲食店において、Ａ

に対し、「イベントに興味がないか。」、「友達を増やして交流するのは楽しい

よ。」などと告げた。当該飲食店で、会員ＹがＺ及びＡに合流した。 Ａは、Ｙ

から、「サポートスタッフという会員になると、色々なイベントに参加できた

り、友達もたくさん増えるんだけど。」などと告げられ、「そういうのあるんで

すね。」などと答えた。翌日、Ｚは、メッセージアプリにより、Ａに対し、 「イ

ベント好きそうだし、友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説

明してくれる人がいるから、今度、話を聞いてみない。」などとメッセージを

送り、Ａから、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称
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する人物にＡを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年７月、Ｚは、会員Ｘと共に、Ａと駅で合流すると、喫茶店へ行った。Ｚ

は、Ａに対し、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称

する人物について「イベントとかやっている人で、とても忙しい人なんだけど、

今日、空けてくれたんだよ。」などと告げた。しばらくすると、Ｚが「サポー

トスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称する会員Ｗが、当該喫茶店に

合流した。ここまでの時点で、Ｗ、Ｘ、Ｙ及びＺが、統括者の名称、特定負担

を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該

勧誘に係る役務の種類をＡに告げたことはなかった。Ｗは、Ａに対し、「イベ

ントに参加したり、活動するのは自由で、空いた時間でできる。」、「たくさん

の友人ができる。」、「ただし、アイエムエスの会員になることが必要で、入会

金として２８万３０００円が必要になる。」、「友人を紹介すると、２人の場合、

４万円を会社からもらえるので、お金を稼ぐことができる。」などと告げた。

Ａは、その日のうちに、同場所において本件連鎖販売取引に係る契約の申込み

を行った。アイエムエスとＡは、同月中に当該契約を締結した。 

 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）、契約の解除に関する事項につき不実のことを告

げる行為） 

会員Ｖは、令和元年８月に、消費者Ｂが「転職したい」などと話していたの

を聞いていたことから、同年９月、メッセージアプリにより、Ｂに対し「転職

したいって言っていたのはだれだったか」などとメッセージを送り、Ｂから自

分が言ったかもしれない旨の返信があると、Ｂに電話をかけ「転職について詳

しい人がいるから紹介できるよ。」などと告げ、Ｂから、Ｖが「転職について

詳しい人」と称する人物にＢを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年１０月、Ｖは、Ｂと駅で合流すると飲食店へ行き、Ｂに対し、Ｖが「転

職について詳しい人」と称する人物について「すごく忙しい人なんだけど、転

職のことでいろいろ力になってくれると思うよ。」などと告げた。しばらくす

ると、Ｖが「転職について詳しい人」と称する会員Ｕが、当該飲食店に合流し

た。ここまでの時点で、Ｕ及びＶが、統括者の名称、特定負担を伴う取引につ

いての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務

の種類をＢに告げたことはなかった。Ｕは、Ｂに対し、「アイエムエスジャパ

ンには、ブリッジサイトという会員専用のサイトがあって、このサイトを通し

て、転職サービスを提供している会社のアドバイザーがいろいろ相談にのって

くれるよ。」、「アイエムエスに入会するのに約２９万円が必要なんだけど、自
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分が新たな会員を紹介したら報酬が支払われて、更に、自分が紹介した会員が

新たに会員を入会させると自分にも報酬が支払われて、そのうち自分が何もし

なくても報酬が得られるようになるんだ。」などと、告げた。 

Ｂは、その日のうちに、同場所において本件連鎖販売取引に係る契約の申込

みを行ったが、その際、Ｕが、Ｂに対し、「ブリッジサイトを使うとクーリン

グ・オフできなくなるから気を付けてね。」などと告げた。アイエムエスとＢ

は、同月中に当該契約を締結した。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の名称、勧誘目的及び役

務の種類の不明示） 

令和元年７月、会員Ｔは、メッセージアプリにより、消費者Ｃに対し、「今

ね、音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってるＲさんって方がいるんだけ

ど音楽関係の仕事すきかなーって思ってさ、だから教えてあげたいなってお

もったん。」、「見て少しでも興味持ってくれたら一緒にお話聞きに行こ。」、「う

ちも着いていくから一緒に話聞きに行かん？」などとメッセージを送り、Ｃか

ら、Ｔが「音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってる」とする会員ＲにＣ

を引き合わせる約束を取り付けた。 

同年８月、ＴとＣが駅で合流し、喫茶店へ行くと、入店後間もなくして会員

Ｑが当該喫茶店に合流した。Ｑは、Ｃに対し、「自分たちはサークルみたいな

活動をしていて、会員になると、このサークルの会員サイトで転職を紹介でき

るほか、実際に転職すると３０万円が貰える。」、「サークルの会員に音楽事務

所の社長と知り合いの方がいて、入会するとその人とも知り合いになれるか

ら。」などと告げた。Ｑ、Ｔ及びＣは、当該喫茶店で２時間ほど話をした後、

解散した。 

その後、同月中に、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、「音楽関係

の社長の知り合いの会員に会ってほしい」などとメッセージを送るなどした。 

同年９月、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、Ｔが「音楽関係の社

長と知り合いの会員である「先輩」と称する人物に会わせたい旨のメッセージ

を送り、再度Ｃから、ＲにＣを引き合わせる約束を取り付けた。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｒ、Ｔ及びＣは、Ｃが興味を持っている音楽関係の話やＣの転職等に関し

て話をした。ここまでの時点で、Ｑ、Ｒ及びＴは、統括者の名称、特定負担を

伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧

誘に係る役務の種類をＣに告げたことはなかった。 

その後、Ｒは、Ｃに対し、「アイエムエスジャパンは３０年くらい続いてい
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るちゃんとした会社である。」、「大手企業と提携してブリッジという会員専用

サイトを運営しており、サイト内では転職も紹介できる。」、「アミューズメン

トパークやディズニーランドのチケットが安く購入できる。」、「旅行代も安く

なり、アイエムエスに入会するだけでお得だ。」などと告げて説明を行った。

Ｒの説明が午後９時を過ぎても終わらなかったため、Ｃが説明の続きを後日に

してほしいと申し出たことから、Ｒ及びＴは、Ｃと再度会う約束をした。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｃに対して、前回の説明の続きを始め、「友達を紹介してアイエムエスに

入会させると、紹介料のような報酬が貰え、一人紹介すると４万円が入る。」、

「アイエムエスの会員になるためには、２８万３千円かかる。」などと告げた。

Ｃは、その日のうちに、同場所において本件連鎖販売取引に係る契約の申込み

を行った。アイエムエスとＣは、同月中に当該契約を締結した。 
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（別紙３） 

 

前原健二に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 名宛人 

前原健二（まえはらけんじ）（以下「前原」という。） 

 

２ 処分の内容 

前原は、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、特定商取

引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第３３条第１項に規定する

連鎖販売業に係る連鎖販売取引（以下「連鎖販売取引」という。）に関する業

務のうち、次の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務

を担当する役員となることを含む。）を禁止すること。 

（１）連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第３３条第２項に

規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につ

いて勧誘を行わせる者（同法第３３条の２に規定する勧誘者をいう。以下

「勧誘者」という。）に勧誘を行わせること。 

（２）連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込

みを受けさせること。 

（３）連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第３９条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、株式会社アイエムエスジャパン（以下「アイエムエス」

という。）に対し、特定商取引法第３９条第１項の規定に基づき、アイエム

エスが行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 

（２）前原は、アイエムエスに対し、取締役と同等以上の支配力を有するもの

と認められる者（特定商取引法第３９条の２第１項に規定する役員）であ

り、かつ、アイエムエスが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を

果たしていた。 
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  （別紙４） 

 

株式会社アイエムエスジャパンに対する行政処分の概要 

（訪問販売） 

 

１ 事業概要 

株式会社アイエムエスジャパン（以下「アイエムエス」という。）は、同社

の統率の下、佐藤彰芳（以下「佐藤」という。）と連携共同して、有償で「Ｂ

ＲＩＤＧＥファーストクラスＡ」と称する福利厚生サービスを掲載するオン

ラインモールである「ＢＲＩＤＧＥ」のうち会員の専用部分（以下「ブリッ

ジサイト」という。）を利用させる役務（以下「本件役務」という。）に係る

役務提供を受ける契約（以下「本件役務提供契約」という。）を既に締結し同

社から勧誘の委託を受けた者（以下「会員」という。）をして、営業所等以外

の場所である飲食店等において、本件役務提供契約の申込みを受け、本件役

務提供契約を締結させていることから、このような同社が行う本件役務の提

供は、訪問販売（特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）

第２条第１項に規定する訪問販売をいう。以下同じ。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

  アイエムエスは、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、

訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア アイエムエスの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧

誘すること。 

イ アイエムエスの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受ける

こと。 

ウ アイエムエスの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

（２）指示 

ア アイエムエスは、特定商取引法第３条に規定する氏名等の明示義務に

違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明

示）、同法第５条第１項に規定する書面の交付義務に違反する行為（不

交付）及び同法第６条第１項の規定により禁止される訪問販売に係る役

務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしてい

る。かかる行為は、特定商取引法の規定に違反するものであることから、
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当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ず

るとともに、コンプライアンス体制を構築し、これらをアイエムエスの

役員、同社の業務に従事する者及び会員に、前記（１）の業務停止命令

に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 

イ アイエムエスは、訪問販売により、本件役務提供契約を締結している

ものであるところ、令和元年１０月１日から令和２年１１月３０日まで

の間に、同社との間で訪問販売により本件役務提供契約を締結した全て

の相手方（以下「契約の相手方」という。）に対し、以下の事項を、消費

者庁のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）

に掲載される、同社に対して前記（１）の業務停止命令及び本指示をし

た旨を公表する公表資料を添付して、令和３年１月４日までに文書によ

り通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書（通

知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。）によ

り報告すること。なお、令和２年１２月１４日までに、契約の相手方に

発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費

者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）アイエムエスは、遅くとも令和元年１０月以降、訪問販売に係る本

件役務提供契約の解除を妨げるため、当該契約の相手方が特定商取引

法第９条の規定に基づき、同法第５条第１項の書面を受領した日から

起算して８日以内であれば、ブリッジサイトを利用後も、適法に当該

契約の解除（以下「クーリング・オフ」という。）を行うことができる

にもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用した後には、クーリ

ング・オフができなくなるかのように告げていること。 

 

３ 処分の根拠となる法令 

特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  アイエムエスは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をし

ており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著し

く害されるおそれがあると認定した。 

 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目的及
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び役務の種類の不明示）（特定商取引法第３条） 

アイエムエス及び佐藤は、遅くとも平成３０年６月以降、訪問販売をし

ようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「イベント好き

そうだし、友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説明して

くれる人がいるから、今度、話を聞いてみない。」、「転職について詳しい人

がいるから紹介できるよ。」などと告げるのみで、役務提供事業者の名称、

本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に

係る役務の種類を明らかにしていない。 

 

（２）契約書面の交付義務に違反する行為（特定商取引法第５条第１項） 

アイエムエス及び佐藤は、遅くとも平成３０年７月以降、本件役務提供

契約を締結した場合において、本件役務提供契約の内容を明らかにする書

面を役務の提供を受ける者に対して交付していない。 

 

（３）契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為（特定商取引法

第６条第１項） 

アイエムエス及び佐藤は、遅くとも令和元年１０月以降、訪問販売に係

る本件役務提供契約の解除を妨げるため、本件役務提供契約の相手方が特

定商取引法第９条の規定に基づき、同法第５条第１項の書面を受領した日

から起算して８日以内であれば、ブリッジサイトを利用後も、クーリング・

オフを行うことができるにもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用

した後には、クーリング・オフができなくなるかのように告げている。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目

的及び役務の種類の不明示）） 

平成３０年６月、会員Ｚは、メッセージアプリにより、消費者Ａに対し、「新

宿の近くで行きつけのお店があるので今度２人で行かないか。」などと メッ

セージを送り、Ａと会う約束を取り付けた。後日、Ｚは、飲食店において、Ａ

に対し、「イベントに興味がないか。」、「友達を増やして交流するのは楽しい

よ。」などと告げた。当該飲食店で、会員ＹがＺ及びＡに合流した。Ａは、Ｙ

から「サポートスタッフという会員になると、色々なイベントに参加できたり、

友達もたくさん増えるんだけど。」などと告げられ、「そういうのあるんです

ね。」などと答えた。翌日、Ｚは、メッセージアプリにより、Ａに対し、「イベ

ント好きそうだし、友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説明
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してくれる人がいるから、今度、話を聞いてみない。」などとメッセージを送

り、Ａから、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称す

る人物にＡを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年７月、Ｚは、会員Ｘと共に、Ａと駅で合流すると、喫茶店へ行った。Ｚ

は、Ａに対し、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称

する人物について「イベントとかやっている人で、とても忙しい人なんだけど、

今日、空けてくれたんだよ。」などと告げた。 しばらくすると、Ｚが「サポー

トスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称する会員Ｗが、当該喫茶店に

合流した。ここまでの時点で 、Ｗ、Ｘ、Ｙ及びＺが、役務提供事業者の名称、

本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係

る役務の種類をＡに告げたことはなかった。 Ｗは、Ａに対し、「イベントに参

加したり、活動するのは自由で、空いた時間でできる。」、「たくさんの友人が

できる。」、「ただし、アイエムエスの会員になることが必要で、入会金として

２８万３０００円が必要になる。」、「友人を紹介すると、２人の場合、４万円

を会社からもらえるので、お金を稼ぐことができる。」などと告げた。 

Ａは、その日のうちに、同場所において本件役務提供契約に係る契約の申込

みを行った。アイエムエスとＡは、同月中に当該契約を締結した 。 

 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目

的及び役務の種類の不明示）、契約の解除に関する事項につき不実の

ことを告げる行為） 

会員Ｖは、令和元年８月に消費者Ｂが「転職したい」などと話していたのを

聞いていたことから、同年９月、メッセージアプリにより、Ｂに対し「転職し

たいって言っていたのはだれだったか」などとメッセージを送り、Ｂから自分

が言ったかもしれない旨の返信があると、Ｂに電話をかけ「転職について詳し

い人がいるから紹介できるよ。」 などと告げ、Ｂから、Ｖが「転職について詳

しい人」と称する人物にＢを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年１０月、Ｖは、Ｂと駅で合流すると、飲食店へ行き、Ｂに対し、Ｖが「転

職について詳しい人」と称する人物について「すごく忙しい人なんだけど、転

職のことでいろいろ力になってくれると思うよ。」などと告げた。しばらくす

ると、Ｖが「転職について詳しい人」と称する会員Ｕが、当該飲食店に合流し

た。ここまでの時点で 、Ｕ及びＶが、役務提供事業者の名称、本件役務提供

契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類

をＢに告げたことはなかった。Ｕは、Ｂに対し、「 アイエムエスジャパンには、

ブリッジサイトという会員専用のサイトがあって、このサイトを通して、転職
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サービスを提供している会社のアドバイザーがいろいろ相談にのってくれる

よ。」、「アイエムエスに入会するのに約２９万円が必要なんだけど、自分が新

たな会員を紹介したら報酬が支払われて、更に、自分が紹介した会員が新たに

会員を入会させると自分にも報酬が支払われて、そのうち自分が何もしなくて

も報酬が得られるようになるんだ。」などと告げた。 

Ｂは、その日のうちに、同場所において本件役務提供契約に係る契約の申込

みを行ったが、その際、Ｕが、Ｂに対し、「ブリッジサイトを使うとクーリン

グ・オフできなくなるから気を付けてね。」などと告げた。アイエムエスとＢ

は、同月中に当該契約を締結した。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目

的及び役務の種類の不明示）） 

令和元年７月、会員Ｔは、メッセージアプリにより、消費者Ｃに対し、「今

ね、音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってるＲさんって方がいるんだけ

ど音楽関係の仕事すきかなーって思ってさ、だから教えてあげたいなってお

もったん。」、「見て少しでも興味持ってくれたら一緒にお話聞きに行こ。」、「う

ちも着いていくから一緒に話聞きに行かん？」などとメッセージを送り、Ｃか

ら、Ｔが「音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもっている」とする会員Ｒに

Ｃを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年８月、ＴとＣが駅で合流し、喫茶店へ行くと、入店後間もなくして会員

Ｑが当該喫茶店に合流した。Ｑは、Ｃに対し、「自分たちはサークルみたいな

活動をしていて、会員になると、このサークルの会員サイトで転職を紹介でき

るほか、実際に転職すると３０万円が貰える。」、「サークルの会員に音楽事務

所の社長と知り合いの方がいて、入会するとその人とも知り合いになれるか

ら。」などと告げた。Ｑ、Ｔ及びＣは、当該喫茶店で２時間ほど話をした後、

解散した。 

その後、同月中に、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、「音楽関係

の社長の知り合いの会員に会ってほしい」などとメッセージを送るなどした。 

同年９月、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、Ｔが「音楽関係の社

長と知り合いの会員」である「先輩」と称する人物に会わせたい旨のメッセー

ジを送り、再度Ｃから、ＲにＣを引き合わせる約束を取り付けた。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｒ、Ｔ及びＣは、Ｃが興味を持っている音楽関係の話やＣの転職等につい

て話をした。ここまでの時点で、Ｑ、Ｒ及びＴは、役務提供事業者の名称、本

件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る
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役務の種類をＣに告げたことはなかった。 

その後、Ｒは、Ｃに対し、「アイエムエスジャパンは３０年くらい続いてい

るちゃんとした会社である。」、「大手企業と提携してブリッジという会員専用

サイトを運営しており、サイト内では転職も紹介できる。」、「アミューズメン

トパークやディズニーランドのチケットが安く購入できる。」、「旅行代も安く

なり、アイエムエスに入会するだけでお得だ。」などと告げて説明を行った。

Ｒの説明が午後９時を過ぎても終わらなかったため、Ｃが説明の続きを後日に

してほしいと申し出たことから、Ｒ及びＴは、Ｃと再度会う約束をした。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｃに対して、前回の説明の続きを始め、「友達を紹介してアイエムエスに

入会させると、紹介料のような報酬が貰え、一人紹介すると４万円が入る。」、

「アイエムエスの会員になるためには、２８万３千円かかる。」などと告げた。 

Ｃは、その日のうちに、同場所において本件役務提供契約に係る契約の申込

みを行った。アイエムエスとＣは、同月中に当該契約を締結した。 
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（別紙５） 

 

佐藤彰芳に対する行政処分の概要 

（訪問販売） 

 

 

１ 事業概要 

佐藤彰芳（以下「佐藤」という。）は、株式会社アイエムエスジャパン（以

下「アイエムエス」という。）の統率の下、アイエムエスと連携共同して、有

償で「ＢＲＩＤＧＥファーストクラスＡ」と称する福利厚生サービスを掲載

するオンラインモールである「ＢＲＩＤＧＥ」のうち会員の専用部分（以下

「ブリッジサイト」という。）を利用させる役務（以下「本件役務」という。）

に係る役務提供を受ける契約（以下「本件役務提供契約」という。）を既に締

結し同人から勧誘の委託を受けた者（以下「会員」という。）をして、営業所

等以外の場所である飲食店等において、本件役務提供契約の申込みを受け、

本件役務提供契約を締結させていることから、このような同人が行う本件役

務の提供は、訪問販売（特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」と

いう。）第２条第１項に規定する訪問販売をいう。以下同じ。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

佐藤は、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、訪問販

売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア 佐藤の行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘するこ

と。 

イ 佐藤の行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

ウ 佐藤の行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

（２）業務禁止命令 

  佐藤は、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、次の業

務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員

となることを含む。）を禁止すること。 

ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 
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（３）指示 

佐藤は、特定商取引法第３条に規定する氏名等の明示義務に違反する行

為（役務提供事業者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示）、同法第５

条第１項に規定する書面の交付義務に違反する行為（不交付）及び同法第

６条第１項の規定により禁止される訪問販売に係る役務提供契約の解除に

関する事項につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特

定商取引法の規定に違反するものであることから、当該行為の発生原因に

ついて、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライ

アンス体制を構築し、これらを佐藤の業務に従事する者及び会員に、前記

（１）の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令 

特定商取引法第７条第１項及び第８条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  佐藤は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、

訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害され

るおそれがあると認定した。 

 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目的及

び役務の種類の不明示）（特定商取引法第３条） 

佐藤及びアイエムエスは、遅くとも平成３０年６月以降、訪問販売をし

ようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「イベント好き

そうだし、友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説明して

くれる人がいるから、今度、話を聞いてみない。」、「転職について詳しい人

がいるから紹介できるよ。」などと告げるのみで、役務提供事業者の名称、

本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に

係る役務の種類を明らかにしていない。 

 

（２）契約書面の交付義務に違反する行為（特定商取引法第５条第１項） 

佐藤及びアイエムエスは、遅くとも平成３０年７月以降、本件役務提供

契約を締結した場合において、本件役務提供契約の内容を明らかにする書

面を役務の提供を受ける者に対して交付していない。 
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（３）契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為（特定商取引法

第６条第１項） 

佐藤及びアイエムエスは、遅くとも令和元年１０月以降、訪問販売に係

る本件役務提供契約の解除を妨げるため、本件役務提供契約の相手方が特

定商取引法第９条の規定に基づき、同法第５条第１項の書面を受領した日

から起算して８日以内であれば、ブリッジサイトを利用後も、クーリング・

オフを行うことができるにもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用

した後には、クーリング・オフができなくなるかのように告げている。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目

的及び役務の種類の不明示）） 

平成３０年６月、会員Ｚは、メッセージアプリにより、消費者Ａに対し、「新

宿の近くで行きつけのお店があるので今度２人で行かないか。」などと メッ

セージを送り、Ａと会う約束を取り付けた。後日、Ｚは、飲食店において、Ａ

に対し、「イベントに興味がないか。」、「友達を増やして交流するのは楽しい

よ。」などと告げた。当該飲食店で、会員ＹがＺ及びＡに合流した。Ａは、Ｙ

から「サポートスタッフという会員になると、色々なイベントに参加できたり、

友達もたくさん増えるんだけど。」などと告げられ、「そういうのあるんです

ね。」などと答えた。翌日、Ｚは、メッセージアプリにより、Ａに対し、「イベ

ント好きそうだし、友人も欲しそうだし、サポートスタッフのこと詳しく説明

してくれる人がいるから、今度、話を聞いてみない。」などとメッセージを送

り、Ａから、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称す

る人物にＡを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年７月、Ｚは、会員Ｘと共に、Ａと駅で合流すると、喫茶店へ行った。Ｚ

は、Ａに対し、Ｚが「サポートスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称

する人物について「イベントとかやっている人で、とても忙しい人なんだけど、

今日、空けてくれたんだよ。」などと告げた。 しばらくすると、Ｚが「サポー

トスタッフのこと詳しく説明してくれる人」と称する会員Ｗが、当該喫茶店に

合流した。ここまでの時点で 、Ｗ、Ｘ、Ｙ及びＺが、役務提供事業者の名称、

本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係

る役務の種類をＡに告げたことはなかった。 Ｗは、Ａに対し、「イベントに参

加したり、活動するのは自由で、空いた時間でできる。」、「たくさんの友人が

できる。」、「ただし、アイエムエスの会員になることが必要で、入会金として

２８万３０００円が必要になる。」、「友人を紹介すると、２人の場合、４万円
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を会社からもらえるので、お金を稼ぐことができる。」などと告げた。Ａは、

その日のうちに、同場所において本件役務提供契約に係る契約の申込みを行っ

た。アイエムエスとＡは、同月中に当該契約を締結した 。 

 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目

的及び役務の種類の不明示）、契約の解除に関する事項につき不実の

ことを告げる行為） 

会員Ｖは、令和元年８月に消費者Ｂが「転職したい」などと話していたのを

聞いていたことから、同年９月、メッセージアプリにより、Ｂに対し「転職し

たいって言っていたのはだれだったか」などとメッセージを送り、Ｂから自分

が言ったかもしれない旨の返信があると、Ｂに電話をかけ「転職について詳し

い人がいるから紹介できるよ。」 などと告げ、Ｂから、Ｖが「転職について詳

しい人」と称する人物にＢを引き合わせる約束を取り付けた。 

同年１０月、Ｖは、Ｂと駅で合流すると、飲食店へ行き、Ｂに対し、Ｖが「転

職について詳しい人」と称する人物について「すごく忙しい人なんだけど、転

職のことでいろいろ力になってくれると思うよ。」などと告げた。しばらくす

ると、Ｖが「転職について詳しい人」と称する会員Ｕが、当該飲食店に合流し

た。ここまでの時点で 、Ｕ及びＶが、役務提供事業者の名称、本件役務提供

契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類

をＢに告げたことはなかった。Ｕは、Ｂに対し、「 アイエムエスジャパンには、

ブリッジサイトという会員専用のサイトがあって、このサイトを通して、転職

サービスを提供している会社のアドバイザーがいろいろ相談にのってくれる

よ。」、「アイエムエスに入会するのに約２９万円が必要なんだけど、自分が新

たな会員を紹介したら報酬が支払われて、更に、自分が紹介した会員が新たに

会員を入会させると自分にも報酬が支払われて、そのうち自分が何もしなくて

も報酬が得られるようになるんだ。」などと告げた。 

Ｂは、その日のうちに、同場所において本件役務提供契約に係る契約の申込

みを行ったが、その際、Ｕが、Ｂに対し、「ブリッジサイトを使うとクーリン

グ・オフできなくなるから気を付けてね。」などと告げた。アイエムエスとＢ

は、同月中に当該契約を締結した 。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の名称、勧誘目

的及び役務の種類の不明示）） 

令和元年７月、会員Ｔは、メッセージアプリにより、消費者Ｃに対し、「今

ね、音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってるＲさんって方がいるんだけ
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ど音楽関係の仕事すきかなーって思ってさ、だから教えてあげたいなってお

もったん。」、「見て少しでも興味持ってくれたら一緒にお話聞きに行こ。」、「う

ちも着いていくから一緒に話聞きに行かん？」などとメッセージを送り、Ｃか

ら、Ｔが「音楽事務所のＳ社長って方と繋がりをもってる」とする会員ＲにＣ

を引き合わせる約束を取り付けた。 

同年８月、ＴとＣが駅で合流し、喫茶店へ行くと、入店後間もなくして会員

Ｑが当該喫茶店に合流した。Ｑは、Ｃに対し、「自分たちはサークルみたいな

活動をしていて、会員になると、このサークルの会員サイトで転職を紹介でき

るほか、実際に転職すると３０万円が貰える。」、「サークルの会員に音楽事務

所の社長と知り合いの方がいて、入会するとその人とも知り合いになれるか

ら。」などと告げた。Ｑ、Ｔ及びＣは、当該喫茶店で２時間ほど話をした後、

解散した。 

その後、同月中に、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、「音楽関係

の社長の知り合いの会員に会ってほしい」などとメッセージを送るなどした。 

同年９月、Ｔは、メッセージアプリにより、Ｃに対し、Ｔが「音楽関係の社

長と知り合いの会員」である「先輩」と称する人物に会わせたい旨のメッセー

ジを送り、再度Ｃから、ＲにＣを引き合わせる約束を取り付けた。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｒ、Ｔ及びＣは、Ｃが興味を持っている音楽関係の話やＣの転職等につい

て話をした。 ここまでの時点で、Ｑ、Ｒ及びＴは、役務提供事業者の名称、

本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係

る役務の種類をＣに告げたことはなかった。 

その後、Ｒは、Ｃに対し、「アイエムエスジャパンは３０年くらい続いてい

るちゃんとした会社である。」、「大手企業と提携してブリッジという会員専用

サイトを運営しており、サイト内では転職も紹介できる。」、「アミューズメン

トパークやディズニーランドのチケットが安く購入できる。」、「旅行代も安く

なり、アイエムエスに入会するだけでお得だ。」などと告げて説明を行った。

Ｒの説明が午後９時を過ぎても終わらなかったため、Ｃが説明の続きを後日に

してほしいと申し出たことから、Ｒ及びＴは、Ｃと再度会う約束をした。 

同月、Ｔは、Ｃと駅で合流し、飲食店へ行った。しばらくすると、Ｒが合流

し、Ｃに対して、前回の説明の続きを始め、「友達を紹介してアイエムエスに

入会させると、紹介料のような報酬が貰え、一人紹介すると４万円が入る。」、

「アイエムエスの会員になるためには、２８万３千円かかる。」などと告げた。

Ｃは、その日のうちに、同場所において本件役務提供契約に係る契約の申込み

を行った。アイエムエスとＣは、同月中に当該契約を締結した。 
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  （別紙６） 

 

前原健二に対する行政処分の概要 

（訪問販売） 

 

１ 名宛人 

前原健二（まえはらけんじ）（以下「前原」という。） 

 

２ 処分の内容 

前原は、令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの間、特定商取

引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第２条第１項に規定する訪

問販売（以下「訪問販売」という。）に関する業務のうち、次の業務を新たに

開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを

含む。）を禁止すること。 

（１）訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

（２）訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

（３）訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第８条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙４のとおり、株式会社アイエムエスジャパン（以下「アイエムエス」

という。）に対し、特定商取引法第８条第１項の規定に基づき、アイエムエ

スが行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）前原は、アイエムエスに対し、取締役と同等以上の支配力を有するもの

と認められる者（特定商取引法第８条の２第１項に規定する役員）であり、

かつ、アイエムエスが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果た

していた。 

 

 




